
 

                    

    

 

 

第 40 回ワインまつり開催！ 
 

池田町観光協会主催、商工会青年部主管による「第 40回池田町ワインまつり」が 10月 6日(日)

に開催されました。 

昨年から、入場者数を 5,000人と限定したことを受けての開催でした。当日は、絶好の「まつり

日和」。訪れた皆さんは、秋の一日を満喫していました。 

 会場内での大きなトラブルもなく、また、事故もなかったため、平穏に終えることが出来ました。

ボランティアで出役された会員の皆様、有難うございます。 

改めて協力いただいた皆様に感謝申し上げます。 

 

 
賑わうワインまつり会場 
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《おしらせ》 

平成 25 年度労働保険適用促進強化期間の実施について(全文掲載) 

 

 

 

 

 

 

 

            

      

        

   
 
 
 

プレミアム商品券を発売しました！ 

 10月 27日(日)、第 4次の池田町プレミアム商品券を発売しました。この事業は、池田町からの補助

金を受け、商工会商業部会を中心とした、「プレミアム商品券発行実行委員会」を組織して行ったもの

です。池田、利別、高島の 3地域で発売をしました。残念ながら、即日完売とはなりませんでしたが、 

年末・年始の需要期に向け、会員の皆様は、積極的な PR活動をお願いいたします。 

 なお、プレミアム商品券の有効期限は、平成 26年 1月 31日までとなっています。期限内に使用しな

い場合は、無効となりますのでご注意ください。 

  

 

                   発売前混雑する池田会場 

  

  11 月 

      1 日 永年勤続従業員表彰                 於 商工会館 

    18日  十勝管内商工会長懇談会               於 帯広市 
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11 月は、労働保険適用促進強化期間です！ 

 
 事業主の皆さん。労働保険の加入はお済ですか。 
 労働保険に加入して、従業員の方々が安心して働ける職場にしましょう。 
 
 労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称で、労働者の生活の安定、福祉の増進等を 
図ることを目的に、国が直接管理運営している保険です。農林水産業の一部を除き、労

働者を一人でも雇用する事業については、法人・個人を問わず加入が義務づけられてい

ます。 
  問い合わせ先：厚生労働省北海道労働局総務部労働保険徴収課(011-709-2311) 
             または最寄りの労働基準監督署・公共職業安定所 


